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番号６－６

三重中央医療センター動物実験倫理・審査委員会規程

（趣旨）

第１条 この規程は、三重中央医療センター動物実験指針第４第２号に基づき、三重

中央医療センター動物実験倫理・審査委員会（以下「動物実験倫理・審査委員会」

という ）の組織及び運営について定める。。

（審議事項）

第２条 動物実験倫理・審査委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

一 動物実験の基本的事項に関すること。

二 三重中央医療センター動物実験指針及び動物実験倫理・審査委員会規程の改廃

に関すること。

三 動物実験倫理・審査委員会及び動物実験実施に関する重要なこと。

（組織）

第３条 動物実験倫理・審査委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

一 院長

二 副院長

三 統括診療部長、臨床研究部長、内分泌・代謝診療部長、外科医長

四 薬剤科長

五 事務部長

（委員長）

第４条 動物実験倫理・審査委員会に委員長を置き、院長をもって充てる。

２ 委員長は、動物実験倫理・審査委員会を招集する。

３ 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行す

る。

（議事）

第５条 動物実験倫理・審査委員会は、４名以上の委員の出席により成立する。

２ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

（委員以外の者の出席）

第６条 動物実験倫理・審査委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ

意見又は説明を聞くことができる。

（庶務）

第７条 動物実験倫理・審査委員会の庶務は、事務部管理課で行い、書記は管理課長

とする。

（雑則）

第８条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、動物実験倫理・審査委員会が

別に定める。

附 則

この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

この規程の一部改正は、平成１７年４月１日から施行する。


